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平成２８年度 

栃木市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 
 

第１ 審査の概要 

１ 審査の対象 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年法律第９４号）

（以下「法」という。）に定める、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）及び資金

不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

  

２ 審査の期間 

平成２９年７月１１日から平成２９年８月１７日まで 

 

３ 審査の方法 

この審査は、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びに

その算定の基礎となる事項を記載した書類について審査した。 

審査に当たっては、 

（１）法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか 

（２）法令等に基づき適切な算出要素が財政指標の計算に用いられているか 

（３）財政指標の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか 

などに主眼を置き、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合を行うとと

もに、関係部局からの説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率の算定の基礎となる事

項を記載した書類は適正に作成されており、健全化判断比率及び資金不足比

率は誤りのないものと認められる。 

 

第３ 健全化判断比率及び資金不足比率の状況 

 １ 総合意見 

   地方公共団体は、以下の健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上

である場合（当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合

を除く。）、財政健全化計画を定めなければならない。 

   本市における平成２８年度の健全化判断比率は、表１のとおりである。前
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年度と比較して実質公債費比率は０．９ポイント上昇、将来負担比率は１．

３ポイント上昇したが、全ての比率において早期健全化基準未満であった。 

   また、地方公共団体は、公営企業において資金不足比率が経営健全化基準

以上である場合、経営健全化計画を定めなければならない。 

   本市における平成２８年度の資金不足比率は、表２のとおりである。水道

事業会計、下水道特別会計、農業集落排水特別会計及び千塚町上川原産業団

地特別会計は、資金不足が発生しなかったため資金不足比率は算出されなか

った。 

 

（表１）健全化判断比率の状況 

（単位：％） 

区分 28 年度 27 年度 
早期健全化基準 

財政再生基準 
28 年度 27 年度 

実 質 赤 字 比 率 － － 11.56 11.55 20.00 

連結実質赤字比率 － － 16.56 16.55 30.00 

実質公債費比率 10.5 9.6 25.0  35.0  

将 来 負 担 比 率 63.9 62.6 350.0   

（注）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字が生じていない場合、「－」と記載 

   ２ 早期健全化基準とは、地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政

状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき

基準 

 

（表２）資金不足比率の状況 

（単位：％） 

会計名 28 年度 27 年度 経営健全化基準 

水道事業会計 － － 

20.0 
下水道特別会計 － － 

農業集落排水特別会計 － － 

千塚町上川原産業団地特別会計 － － 

（注）１ 資金不足が生じていない場合「－」と記載 

２ 経営健全化基準とは、地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の

健全化を図るべき基準 
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最近７年間の健全化判断比率の実質公債費比率及び将来負担比率の推移

を見ると、平成２７年度から上昇の傾向にある。 

 

 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字及び資金不足が発生しな

かったため算出されないが、参考として最近６年間の実質赤字額及び連結実

質赤字額を標準財政規模で除した数値を百分率として推移をみると、次のと

おりである。 
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実質赤字 

連結実質赤字 
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   それぞれの比率の対象となる会計等は、次のとおりである。 

 

一
般
会
計
等 

 一般会計  

一般会計等に属す

る特別会計 

 

 

 

公
営
事
業
会
計 

一般会計等以外の

特別会計のうち公

営企業に係る特別

会計以外の特別会

計 

国民健康保険特別会計  

後期高齢者医療特別会計 

介護保険特別会計 

 

 

    

 

公
営
企
業
会
計 

地方公営企業法適

用企業 

水道事業会計  

 

地方公営企業法非

適用企業 

下水道特別会計 

農業集落排水特別会計 

千塚町上川原産業団地特

別会計 

 

     

土地開発公社  

損失補償団体  

※１ 実質赤字比率 

※２ 実質公債費比率 
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２ 個別意見 

 (1) 実質赤字比率 

    当該地方公共団体のいわゆる普通会計に相当する一般会計及び特別会計

（以下、「一般会計等」という。）を対象とした実質赤字の標準財政規模に

対する比率である。 

平成２８年度の実質赤字比率は、実質赤字額(Ａ)がマイナス２１億５１

１２万円となっており、前年度に引き続き実質黒字となったため算出され

なかった。 

標準財政規模(Ｂ)は３６５億３５５３万円となっており、前年度に比べ

２億８８６５万円減少している。 

（単位：千円、％） 

項 目 
金 額 

前年度比 
28 年度 27 年度 比較増減 

実質赤字額(Ａ) △2,151,122 △3,470,539 1,319,417 ･･･ 

標準財政規模(Ｂ) 36,535,538 36,824,196 △288,658 99.2 

(Ａ/Ｂ×100) △5.88 △9.42   

実質赤字比率 － －   

早期健全化基準 11.56 11.55   

財政再生基準 20.00   

   （注）実質黒字である場合、実質赤字額は負の値で表示される。この場合実質赤字

比率は算出されない。 

 

   ＜算定式＞ 

              一般会計等の実質赤字額  

                標準財政規模 

   実質赤字額   ＝ 歳入総額－歳出総額－翌年度に繰り越すべき財源 

 

   ＊標準財政規模 

標準的な一般財源の規模を示すもの。ただし、臨時財政対策債発行可能額を含む。 

   ＊翌年度に繰り越すべき財源 

     繰越事業等により翌年度のために必要とされる財源を繰り越したもの。 

  

実質赤字比率  ＝ 
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 (2) 連結実質赤字比率 

   連結実質赤字比率は、当該地方公共団体の普通会計に相当する会計だけ

でなく、公営企業や国民健康保険事業などの公営事業に係る特別会計も含

め、当該団体のすべての会計を対象とした実質赤字額（法適用企業につい

ては、資金不足額）の標準財政規模に対する比率である。 

平成２８年度の連結実質赤字比率は、連結実質赤字額(Ａ)がマイナス７

０億８４４万円となっており、前年度に引き続き実質黒字となったため算

出されなかった。 

（単位：千円、％） 

項 目 
金 額 

前年度比 
28 年度 27 年度 比較増減 

連結実質赤字額(Ａ) △7,008,446 △8,372,251 1,363,805 ･･･ 

 実質赤字合計額 － － － ･･･ 

資金不足額合計額 － － － ･･･ 

実質黒字合計額 3,114,779 4,104,949 △990,170 75.8 

資金剰余額合計額 3,893,667 4,267,302 △373,635 91.2 

標準財政規模(Ｂ) 36,535,538 36,824,196 △288,658 99.2 

(Ａ/Ｂ×100) △19.18 △22.73   

連結実質赤字比率 － －   

早期健全化基準 16.56 16.55   

財政再生基準 30.00   

   （注）連結実質黒字である場合、連結実質赤字額は負の値で表示される。この場合

連結実質赤字比率は算出されない。 

 

   ＜算定式＞ 

                連結実質赤字額  

                 標準財政規模 

   連結実質赤字額   ＝ （実質赤字合計額 + 資金不足額合計額） 

－ （実質黒字合計額 + 資金剰余額合計額） 

  

連結実質赤字比率  ＝ 
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   ＊実質赤字（黒字）合計額 

     一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち、実質赤字（黒字）を生じた会

計の実質赤字（黒字）の合計額。 

   ＊資金不足額（剰余額）合計額 

     公営企業会計のうち、資金の不足額（剰余額）を生じた会計の資金の不足額（剰

余額）の合計額 

 

    一般会計等の会計別実質収支額をみると、一般会計、国民健康保険特別

会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計において、実質収支

額に黒字が生じている。 

 

（一般会計等） 

（単位：千円） 

会計名 歳入額 歳出額 
翌年度に繰り

越すべき財源 
実質収支額 

一 般 会 計 66,265,321 63,862,951 251,248 2,151,122 

小 計    2,151,122 

 

（一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の会計） 

（単位：千円） 

会計名 歳入額 歳出額 
翌年度に繰り

越すべき財源 
実質収支額 

国民健康保険特別会計 21,442,847 20,825,410 0 617,437 

後期高齢者医療特別会計 1,719,674 1,709,742 0 9,932 

介 護 保 険 特 別 会 計 13,779,198 13,442,910 0 336,288 

小 計    963,657 

合 計    3,114,779 
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    公営企業会計の会計別資金剰余額をみると、千塚町上川原産業団地特別

会計を除くすべての会計において資金剰余額が発生している。 

 

（地方公営企業法適用企業） 

（単位：千円） 

会計名 流動資産等 算入地方債 流動負債等 資金剰余額 

水 道 事 業 会 計 4,762,636 0 1,096,401 3,666,235 

小 計    3,666,235 

 

（地方公営企業法非適用企業） 

（単位：千円） 

会計名 歳入額 算入地方債 歳出額 資金剰余額 

下 水 道 特 別 会 計 4,994,337 0 4,802,170 192,167 

農業集落排水特別会計 389,111 0 353,846 35,265 

千塚町上川原産業団地特別会計 662,656 0 662,005 － 

小 計    227,432 

合 計    3,893,667 
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(3) 実質公債費比率 

    実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金

の標準財政規模に対する比率である。 

過去３年間の単年度の実質公債費比率を平均して算出した平成２８年

度の実質公債費比率は１０．５％となり、これは早期健全化基準である２

５．０％を１４．５ポイント下回っている。 

当年度の実質公債費比率（過去３か年平均値）は前年度に比べ０．９ポ

イント上昇している。 

（単位：千円、％） 

項 目 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 

地方債の元利償還金(Ａ) 6,847,583 6,770,762 6,690,746 5,499,195 

地方債の準元利償還金(Ｂ) 2,496,516 2,471,238 2,483,784 3,109,389 

地方債償還に充当される特定財源(Ｃ) 610,178 367,025 867,342 895,763 

元利償還金・準元利償還金に係る基準

財政需要額算入額(Ｄ) 
5,271,773 5,253,901 5,391,142 5,096,741 

標準財政規模(Ｅ) 36,535,538 36,824,196 36,913,763 36,625,242 

(Ｆ)＝(Ａ＋Ｂ)－(Ｃ＋Ｄ) 3,462,148 3,621,074 2,916,046 2,616,080 

(Ｇ)＝(Ｅ－Ｄ) 31,263,765 31,570,295 31,522,621 31,528,501 

実質公債費比率(単年度) 

（Ｆ／Ｇ×100） 
11.07400 11.46988 9.25065 8.29751 

28 年度実質公債費比率(3 か年平均値) 10.5  

27 年度実質公債費比率(3 か年平均値)  9.6 

早期健全化基準 25.0 

財政再生基準 35.0 

（注）実質公債費比率（単年度）は小数第６位を四捨五入している。 

   28 年度実質公債費比率及び 27 年度実質公債費比率は小数第２位を切り捨てている。 

 

   ＊特定財源 

     使途が特定されている財源。実質公債費比率算定に当たっては地方債償還に充当

することをあらかじめ想定されていたものを指す。 

   ＊基準財政需要額 

     普通交付税の算定の基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な

水準により行政サービスを行う場合又は標準的な施設を維持するための財政需要を

一定の方法により算定した額。 
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地方債の元利償還金(Ａ)は６８億４７５８万円となっており、前年度に

比べ７６８２万円増加している。 

（単位：千円） 

項 目 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 

一般会計等に係る公債費(ａ) 6,847,583 6,770,762 6,795,865 5,658,195 

繰上償還額及び借換債を財源として

償還した額(ｂ) 
－ － 105,119 159,000 

満期一括償還地方債の元金に係る分

(ｃ) 
－ － － － 

利子支払金のうち減債基金の運用利

子を財源とするもの(ｄ) 
－ － － － 

地方債の元利償還金 

(Ａ＝ａ－ｂ－ｃ－ｄ) 
6,847,583 6,770,762 6,690,746 5,499,195 

 

地方債の準元利償還金(Ｂ)は２４億９６５１万円となっており、前年度

に比べ２５２７万円増加している。 

（単位：千円） 

項 目 28 年度 27 年度 26 年度 25 年度 

満期一括償還地方債の１年当たりの

元金償還金に相当するもの 
－ － － － 

公営企業債の償還の財源に充てたと

認められる繰入金 
2,366,853 2,287,690 2,260,103 2,213,878 

一部事務組合等の起こした地方債に充

てたと認められる補助金又は負担金 
102,737 108,222 107,195 864,804 

債務負担行為に基づく支出のうち公

債費に準ずるもの 
26,692 75,326 116,486 30,707 

一時借入金の利子 234 － － － 

地方債の準元利償還金(Ｂ) 2,496,516 2,471,238 2,483,784 3,109,389 
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  (4) 将来負担比率 

    将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政

規模に対する比率である。 

平成２８年度の将来負担比率は６３．９％となっており、前年度に比べ

１．３ポイント上昇したが、早期健全化基準の３５０．０％を下回ってい

る。 

（単位：千円、％） 

項 目 
金 額 

前年度比 
28 年度 27 年度 比較増減 

将来負担額(Ａ) 98,520,057 100,659,230 △2,139,173 97.9 

 地方債現在高 60,853,830 62,060,549 △1,206,719 98.1 

債務負担行為に基づく支出

予定額 
62,018 88,103 △26,085 70.4 

一般会計等以外の特別会計

に係る地方債償還に充てる

ための一般会計等からの繰

入見込額 

25,839,355 26,621,398 △782,043 97.1 

組合等が起こした地方債の

償還に係る負担等見込額 
240,757 487,952 △247,195  49.3 

退職手当支給予定額に係る

一般会計等負担見込額 
11,030,206 11,355,923 △325,727 97.1 

設立法人の負債の額等に係

る一般会計等負担見込額 
493,891 45,305 448,586 1090.1 

連結実質赤字額 0 0 0 ･･･ 

組合等連結実質赤字額相当

額のうち一般会計等負担見

込額 

0 0 0 ･･･ 

充当可能財源等(Ｂ) 78,539,478 80,883,927 △2,344,449 97.1 

 

充当可能基金額 13,672,042 13,948,847 △276,805 98.0 

特定歳入見込額 5,753,864 7,292,406 △1,538,542 78.9 

地方債現在高等に係る基準財

政需要額算入見込額 
59,113,572 59,642,674 △529,102 99.1 

標準財政規模（Ｃ） 36,535,538 36,824,196 △288,658 99.2 

元利償還金・準元利償還金に係

る基準財政需要額算入額（Ｄ） 
5,271,773 5,253,901 17,872 100.3 

（Ａ－Ｂ） 19,980,579 19,775,303 205,276 101.0 

（Ｃ－Ｄ） 31,263,765 31,570,295 △306,530 99.0 

((Ａ－Ｂ)/(Ｃ－Ｄ)×100) 63.9 62.6   

早期健全化基準 350.0   
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   ＜算定式＞ 

                将来負担額 － 充当可能財源等      

           標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

   充当可能財源等＝ 充当可能基金額 + 特定歳入見込額 

+ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

 

   ＊債務負担行為に基づく支出予定額 

債務負担行為として予算に計上している支出予定額のうち、一般会計等において

実質的に負担することが見込まれる額で、地方債をその財源とすることができる経

費（地方財政法第５条各号の経費等）に係るもの。その支出額が算定時点において

確定しているもののみを算定する。 

   ＊組合等が起こした地方債の償還に係る負担等見込額 

     当該団体が加入する地方公共団体の組合等が起こした地方債の元金償還に充て

るため、当該団体の一般会計等において負担又は補助が必要と認められる額。 

   ＊設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額 

     地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担して

いる場合の当該債務のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の

負担見込額。 

   ＊充当可能基金額 

     本市が設置する基金のうち、将来負担額として計上されている地方債の現在高等

に対して、その償還財源とすることができる基金の額。 

   ＊特定歳入見込額 

     将来負担額として計上されている地方債の現在高等に対して、その償還財源に充

てることができる歳入の見込額。 

  

将来負担比率 ＝ 
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  (5) 地方公営企業法適用企業に係る資金不足比率 

 

＜算定式＞ 

             資金不足額  

             事業規模 

   事業規模   ＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額 

 

 

   ① 水道事業会計 

     平成２８年度の資金不足比率は、資金不足額(Ａ)がマイナス３６億６

６２３万円となり、資金不足が発生しなかったため算出されなかった。 

（単位：千円、％） 

項 目 
金 額 

前年度比 
28 年度 27 年度 比較増減 

資金不足額(Ａ＝a＋b－c) △3,666,235 △3,893,557 227,322 ･･･ 

 流動負債等(a) 1,096,401 458,521 637,880 239.1 

算入地方債現在高(b) － － － ･･･ 

流動資産等(c) 4,762,636 4,352,078 410,558 109.4 

事業規模(Ｂ) 2,388,910 2,430,870 △41,960 98.3 

(Ａ/Ｂ×100) △153.5 △160.2   

資金不足比率 － －   

経営健全化基準 20.0   

 

   ＊流動負債等 

     流動負債の額から控除すべき企業債等を控除した額。 

   ＊算入地方債現在高 

     建設改良費以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高。 

   ＊流動資産等 

     流動資産の額から控除すべき財源等を控除した額。 

  

資金不足比率 ＝ 
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  (6) 地方公営企業法非適用企業に係る資金不足比率 

 

＜算定式＞ 

             資金不足額  

             事業規模 

   事業規模   ＝ 営業収益相当額 － 受託工事収益相当額 

 

 

① 下水道特別会計 

     平成２８年度の資金不足比率は、資金不足額(Ａ)がマイナス１億９２

１６万円となり、資金不足が発生しなかったため算出されなかった。 

（単位：千円、％） 

項 目 
金 額 

前年度比 
28 年度 27 年度 比較増減 

資金不足額(Ａ＝a＋b－c) △192,167 △358,260 166,093 ･･･ 

 歳出額(a) 4,802,170 4,999,123 △196,953 96.1 

算入地方債現在高(b) － － － ･･･ 

歳入額等(c) 4,994,337 5,357,383 △363,046 93.2 

事業規模(Ｂ) 1,210,485 1,226,111 △15,626 98.7 

(Ａ/Ｂ×100) △15.9 △29.2   

資金不足比率 － －   

経営健全化基準 20.0   

 

  

資金不足比率 ＝ 
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② 農業集落排水特別会計 

     平成２８年度の資金不足比率は、資金不足額(Ａ)がマイナス３５２６

万円となり、資金不足が発生しなかったため算出されなかった。 

（単位：千円、％） 

項 目 
金 額 

前年度比 
28 年度 27 年度 比較増減 

資金不足額(Ａ＝a＋b－c) △35,265 △15,485 △19,780 ･･･ 

 歳出額(a) 353,846 351,791 2,055 100.6 

算入地方債現在高(b) － － － ･･･ 

歳入額等(c) 389,111 367,276 21,835 105.9 

事業規模(Ｂ) 74,846 78,283 △3,437 95.6 

(Ａ/Ｂ×100) △47.1 △19.8   

資金不足比率 － －   

経営健全化基準 20.0   

 

③ 千塚町上川原産業団地特別会計に係る資金不足比率について 

     平成２８年度の資金不足比率は、資金不足額(Ａ)が０円となり、資金

不足が発生しなかったため算出されなかった。 

（単位：千円、％） 

項 目 
金 額 

前年度比 
28 年度 27 年度 比較増減 

資金不足額(Ａ＝a＋b－c) （※）0 （※）0 0 ･･･ 

 歳出額(a) 662,005 523,359 138,646 126.5 

算入地方債現在高(b) － － － ･･･ 

歳入額等(c) 662,656 523,455 139,201 126.6 

事業規模(Ｂ)   1,803,451 1,373,296 430,155 131.3 

(Ａ/Ｂ×100) － －   

資金不足比率 － －   

経営健全化基準 20.0   

※地方債残高が剰余額を上回るため、資金不足額は発生しない。 

 

３ 是正改善を要する事項 

   指摘すべき事項は特にない。 
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４ まとめ 

   当年度の健全化判断比率の各比率は、全てにおいて早期健全化基準を下回

っていた。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字及び資金不足が

生じていないため、各比率は算出されていない。 

一般会計等が負担する地方債の元利償還金等の標準財政規模に対する比

率を示す実質公債費比率は、単年度でみると、償還に充てることができる特

定財源の微増により前年度に比べて低くなったものの、３か年平均値におい

ては、標準財政規模の減少により前年度に比べて比率は高くなっている。 

また、一般会計等が将来負担すべき地方債等の実質的な負債の標準財政規

模に対する比率を示す将来負担比率は、将来負担額として計上されている地

方債の現在高等に対して、その償還財源とすることができる充当可能基金や

特定歳入見込額などの充当可能財源等が減少したことなどにより前年度に

比べて高くなっている。 

一方、当年度は、全ての会計において資金不足が発生していないため、資

金不足比率は算出されていない。 

平成２２年度以降の実質公債費比率及び将来負担比率の推移について見

ると、各比率は早期健全化基準を継続して下回っているが、合併特例措置の

縮減による地方交付税の減少による標準財政規模への影響を受けるなか、今

後数年間は、地方都市リノベーション事業や斎場再整備、公共施設の再編等

の大規模な事業が予定されており、双方の比率は今後も上昇が続くことが懸

念される。 

本市財政を取り巻く環境は、依然厳しい状態が続くことが予想される。つ

いては、自主財源の根幹である市税収入の確保、千塚町上川原産業団地をは

じめとする市有財産の有効活用、財源の効率的かつ効果的な運用に努め、人

口減少への対策を講じつつ、将来にわたって健全で安定的な行政運営を維持

できるよう、更なる財政基盤の確立に向けた取組を進められたい。 

 

 


